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令和 ２ 年 ３ 月 31 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２０ 　号）

　　　　規　　　則
○会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給

　与に関する規則 （人　事　課）　１

○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

　する条例施行規則の一部を改正する規則 （　　同　　）　３

　　　　土木部（水道用水供給事業）
○石川県企業職員の給与に関する規程の一部改正 　３

○石川県企業職員就業規程の一部改正 　３

　
会 計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月三十一日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第十四号

　 　　
会 計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則

（ 目的）

第  一 条

　
こ の 規 則 は 、石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 。

以 下「条例」という。） 第八条第三項の規定に基づき、会 計年度任用職員として任用される技能労務職員（以下「技

能 労務会計年度任用職員」という。） の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

（ 定義）

第  二 条

　
こ の 規 則 に お い て 「技 能 労 務 職 員 」 と は 、石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 （昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規

則 第五十九号。以下「技能労務職員給与規則」という。） 第二条各号に掲げる者をいう。

（ 第一号技能労務会計年度任用職員の給料）

第  三 条

　
地 方 公 務 員 法 （昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。以 下 「法 」 と い う 。） 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲

げ る 職 員 と し て 任 用 さ れ る 技 能 労 務 職 員 （以 下 「第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。） の 給 料 の 額 は 、当

該 第一号技能労務会計年度任用職員の職務及び責任の特殊性を考慮して知事が別に定める額（ 以下「 給料の基礎額」

と い う 。） を 基 礎 と し 、次 の 各 号 に 掲 げ る 第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 と

す る。

　
一  

　
月 額 で 給 料 を 定 め る 第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 （以 下 「月 額 給 与 職 員 」 と い う 。）

　
勤 務 一 月 に つ き 、給

料 の 基 礎 額 に 当 該 月 額 給 与 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り の 勤 務 時 間 を 百 六 十 二 ・ 七 五 で 除 し て 得 た 数 を 乗

じ て 得 た 額 （そ の 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て 、五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は

こ れを百円とする。）

　
二  

　
日 額 で 給 料 を 定 め る 第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 （以 下 「日 額 給 与 職 員 」 と い う 。）

　
勤 務 一 日 に つ き 、給

料 の 基 礎 額 を 二 十 一 で 除 し て 得 た 額 に 、当 該 日 額 給 与 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 日 当 た り の 勤 務 時 間 を 七 ・ 七 五

で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 （そ の 額 に 五 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て 、五 円 以 上 十 円 未 満 の 端

数 があるときはこれを十円とする。）

　
三  

　
時 間額で給料を定める第一号技能労務会計年度任用職員（ 以下「 時間額給与職員」と いう。）

　
勤 務一時間につき、

給 料の基礎額を百六十二・ 七 五で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

（ 第一号技能労務会計年度任用職員の手当）

第  四 条

　
第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 特 殊 勤 務 手 当 に つ い て は 、技 能 労 務 職 員 給 与 規 則 第 五 条

の 規定を準用する。

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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２  

　
前 項 に 定 め る も の の ほ か 、第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 地 域 手 当 、特 殊 勤 務 手 当 、時 間 外

勤 務 手 当 、休 日 勤 務 手 当 、夜 間 勤 務 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 の 額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に

よ り 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 （技 能 労 務 職 員 を 除 く 。） に 対 し て 支 給 す る こ れ ら の 手 当 に 相 当

す る報酬の例による。

３  

　
第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、条 例 第 三 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 （技 能 労 務 職 員 を 除 く 。） に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当 の 例

に よる。

４  

　
第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 通 勤 手 当 の 額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、条 例 第 四 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 （技 能 労 務 職 員 を 除 く 。） に 対 し て 支 給 す る 条 例 第 四 条 第

一 項第一号に掲げるときの費用弁償の例による。

（ 第二号技能労務会計年度任用職員の給料）

第  五 条

　
法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 と し て 任 用 さ れ る 技 能 労 務 職 員 （以 下 「第 二 号 技 能 労 務 会 計 年

度 任 用 職 員 」 と い う 。） の 給 料 の 額 は 、当 該 第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 の 職 務 及 び 責 任 の 特 殊 性 を 考 慮 し て

知 事が別に定める額とする。

２

　
前 項の給料の額は、月額で定める。

（ 第二号技能労務会計年度任用職員の手当）

第  六 条

　
第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 の 手 当 は 、一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第

三 十号。以下「 給与条例」と いう。） の 適用を受ける職員（ 以下「 一般職員」と いう。） の 例により支給する。ただし、

知 事が別に定める者には、期末手当を支給しない。

（ 支給方法等）

第 七条

　
技 能労務会計年度任用職員の給料及び手当の計算期間は、月の一日から末日までの期間とする。

２  

　
前 項 の 給 料 及 び 手 当 は 、月 額 給 与 職 員 又 は 第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 及 び 手 当 に あ っ て は 一 般 職 員

の 例により、日額給与職員又は時間額給与職員の給料及び手当にあっては翌月の十日までに支給する。

３  

　
所 定 の 勤 務 日 数 又 は 勤 務 時 間 数 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 勤 務 し な い 場 合 は 、給 与 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る

場 合 に 該 当 す る と き を 除 き 、そ の 勤 務 し な い 一 時 間 に つ き 、条 例 第 六 条 第 三 項 の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た 勤 務 一 時

間 当たりの給料及び手当額を減額する。

４  

　
第 三 条 か ら 前 条 ま で 及 び 第 一 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 給 料 及 び

手 当の支給方法については、条例の適用を受ける職員（技能労務職員を除く。） の例による。

（ 特例）

第  八 条

　
特 別 な 事 情 が あ る と 認 め ら れ る 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 給 料 及 び 手 当 の 額 に つ い て は 、

第 二条から前条までの規定にかかわらず、知事が別に定める。

（ 雑則）

第 九条

　
こ の規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

　 　　
附

　
則

（ 施行期日）

１

　
こ の規則は、令和二年四月一日から施行する。

（ 経過措置）

２  

　
こ の 規 則 の 施 行 の 日 （以 下 「施 行 日 」 と い う 。） の 前 日 に お い て 地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （平 成 二 十 九 年 法 律 第 二 十 九 号 ） に よ る 改 正 前 の 法 第 三 条 第 三 項 第 三 号 に 掲 げ る 特 別 職 の 職 員 で あ っ て 、施 行

日 に 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 （第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 限 る 。以 下 同 じ 。） と し て 採 用 さ れ 、条 例 の

適 用 を 受 け て 同 種 の 業 務 に 従 事 す る こ と と な る も の （知 事 が 定 め る 職 員 に 限 る 。） に つ い て 、そ の 者 が 施 行 日 以 後

一 年 間 に 受 け る 予 定 の 年 間 の 給 料 の 額 並 び に 地 域 手 当 、特 殊 勤 務 手 当 （月 額 を 単 位 と し て 支 給 す る も の に 限 る 。）

及 び 期 末 手 当 の 合 計 額 （次 項 に お い て 「年 間 給 与 額 」 と い う 。） が 、施 行 日 の 前 日 に お い て 適 用 さ れ て い た 給 料 の

月 額 に 十 五 ・ 〇 五 （令 和 二 年 六 月 一 日 を 基 準 日 （第 四 条 第 三 項 に お い て そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 条 例 第 三 条 第 一

項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。以 下 同 じ 。） と す る 期 末 手 当 の 算 定 上 、在 職 期 間 が 六 月 に 満 た な い 者 に あ っ て は 、知

事 が 定 め る 数 ） を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い こ と と な る 場 合 に お け る 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、施 行 日 か ら 令

和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適 用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に 再 度 技 能 労 務 会 計 年 度

任 用職員に採用される場合にあっては令和四年三月三十一日までの間、さ らにその者が同日まで条例の適用を受け、
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石川県企業管理規程第１号

　石川県企業職員の給与に関する規程（昭和42年石川県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年３月31日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　第２条第１項中「昭和35年石川県規則第59号）」の次に「並びに石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に

関する条例（令和元年石川県条例第13号）及び会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則

（令和２年石川県規則第14号）」を加える。

　　　附　則

　この規程は、令和２年４月１日から施行する。

石川県企業管理規程第２号

　石川県企業職員就業規程（昭和46年石川県電気事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年３月31日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　第23条の見出し中「臨時又は非常勤の職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「臨時又は非常勤の職員（短

時間勤務職員を除く。）の給与、」を「地方公務員法第22条の２第１項の規定により採用された職員（同項第１号に掲

げる者に限る。）の」に改める。

　　　附　則

か つ、同 年四月一日に再度技能労務会計年度任用職員に採用される場合にあっては令和五年三月三十一日までの間、

さ ら に そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適 用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に 再 度 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 場

合 に あ っ て は 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、さ ら に そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適 用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に

再 度 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 ） 、 同 条 各 号 に 掲 げ る

技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 定 め る 額 に 、そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 十 四 ・ 六 （令 和 二 年 六

月 一 日 を 基 準 日 と す る 期 末 手 当 の 算 定 上 、在 職 期 間 が 六 月 に 満 た な い 者 に あ っ て は 、知 事 が 定 め る 数 ） で 除 し て 得

た 額を加えて得た額をもって給料の基礎額とする。

３  

　
令 和 三 年 四 月 一 日 以 降 も 引 き 続 い て 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 者 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は、その採用の都度、当該採用の日以後一年間の年間給与額を用いて同項の規定による加算額を算定する。

（ 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部改正）

４  

　
技 能労務職員給与規則の一部を次のように改正する。

　 　
第 一条中「基づき、」 の下に「給与条例第一条に規定する」を加える。

　
議 会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月三十一日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第十五号

　 　　
議 会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　
議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の

一 部を次のように改正する。

　
別 表 第 一 第 七 号 1
5

中 「 1
4

」 を 「 1
5

」 に 改 め 、同 号 1
5

を 同 号 1
6

と し 、同 号 1
4

を 同 号 1
5

と し 、同 号 1
3

を 同 号 1
4

と し 、同

号 1
2

を 同号1
3

と し、同号1
1

を 同号1
2

と し、同号1
0

の 次に次のように加える。

　 　
1
1

　
オ ルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

　
別 記様式第二号注意事項２中「権利は､ 」 の 次に「これを行使することができる時から 」 を 加え、「行わない 」 を 「行

使しない 」 に改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第二号の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

土木部（水道用水供給事業）
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